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公立病院経営強化プランの取扱い

▼ 公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、総務省が令和4年3月29日に策定した
「公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針と
して策定した上で、地域医療構想調整会議において協議できるとされたところ。

▼ ガイドラインにおける取扱い（下記のガイドラインp.4抜粋）を踏まえ、次の➊～❸のいずれかの方法に
より、調整会議において協議を実施することとする。

▼ なお、策定する「公立病院改革プラン」等がガイドラインの内容を踏まえたものかどうかの可否等については、
総務省又は県市町課に確認・調整の上、対応すること。

既に、自主的に新改革ガイドラインによる新公立病院改革プランの改定を行っている場合（＝ケース①）又は地
方独立行政法人が地方独立行政法人法に基づき中期計画を策定している場合（＝ケース②）には、本ガイド
ラインにおいて要請している事項のうち不足している部分を追加又は別途策定することで足りる。

➊経営強化ガイドラインを踏まえて策定した「公立病院経営強化プラン」に基づき協議を実施
※上記ケース①又はケース②に該当する場合でも、➊の対応で可（選択は任意）

➋上記ケース①に該当する場合、経営強化ガイドラインが要請している事項のうち不足してい
 る部分を追加した「公立病院改革プラン」、又は、追加前の「公立病院改革プラン」と追加
すべき内容を含む資料（様式任意）に基づき協議を実施

❸上記ケース②に該当する場合、経営強化ガイドラインが要請している事項のうち不足してい
 る部分を追加した「中期計画」、又は、追加前の「中期計画」と追加すべき内容を含む資料
（様式任意）に基づき協議を実施
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(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
①地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

③機能分化・連携強化 ④医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

⑤一般会計負担の考え方 ⑥住民の理解のための取組

(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革
①医師・看護師等の確保 ②臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保
③医師の働き方改革への対応

(3) 経営形態の見直し

(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(5) 施設・設備の最適化
①施設・設備の適正管理と整備費の抑制 ②デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等

経営強化プランの内容

○ 経営強化プランのうち地域医療構想に関わる「（１）役割・機能の最適化と連携
の強化①～③」の記載内容について、調整会議において地域医療構想と整合性が取
れている等の観点から協議を実施。

協議項目である「（１）役割・機能の最適化と連携の強化①～③」のポイントと記
載内容を整理。（「（１）役割・機能の最適化と連携の強化④」については、参考として整理。）

調整会議における経営強化プランの協議について
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